
令
制
・
駅
の
基
礎
的
研
究

丸

茂

武

童

駅
は
兵
部
省
兵
馬
司
の
管
轄
下
に
あ
り
、
そ
の
諸
規
定
は
厩
牧
令
に
、
そ
の
運
営
に
つ
い
て
は
公
式
令
に
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
令
制
・

駅
と
は
律
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
駅
の
こ
と
で
あ
る
。
全
国
の
駅
名
は
「
延
喜
式
兵
部
」
と
「
倭
名
類
緊
抄
・
高
山
寺
本
」
に
記
載
さ

れ
、
前
者
に
お
い
て
は
東
海
道
、
東
山
道
・
:
と
し
て
駅
名
を
あ
げ
で
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
巻
十
、
居
処
部
に
駅
の
項
が
あ
り
東
海

駅
、
東
山
駅
、
北
陸
駅
:
・
と
し
、
道
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
「
延
喜
式
」
の
完
成
は
延
喜
五
年
(
九
二
七
)
で
あ
り
、
「
倭
名
類
緊
抄
」

令制・駅の基礎的研究

の
編
纂
は
永
平
四

l
五
年
〈
九
三
四
1

三
五
)

の
間
と
さ
れ
る
。
両
者
と
ほ
ぼ
時
代
を
同
じ
う
す
る
文
献
に
「
吏
部
王
記
」
が
あ
る
。
筆

た
め
、
式
部
郷
の
唐
名
に
も
と
づ
い
で
「
李
部
王
記
」
、

「
吏
部
日
記
」
、

者
は
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
で
あ
る
重
明
親
王
で
天
暦
八
年
(
九
五
回
)
四
十
九
才
で
没
し
た
が
、
そ
の
日
記
で
あ
り
、
式
部
卿
で
あ
っ
た

「
吏
部
記
」
と
い
い
、
文
親
王
の
名
を
と
っ
て
「
重
一
明
記
」
、

「
重
記
」
と
も
い
い
、

「
史
料
拾
遺
」
第
三
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

「
吏
部
王
記
」
の
記
事
に
水
駅
舗
駅
と
い
う
特
殊
の
駅
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

5 

延
長
七
年
(
九
二
九
)
正
月
十
四
日
条

踏
歌
人
踏
歌
西
行
東
行
又
西
行
列
立
、
袋
持
取
締
詞
吹
了
還
入
、
吏
入
置
塑
刷
、
此
度
刑
制
也
、
問
時
一
…
糊
舗
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天
慶
五
年
(
九
四
二
)
正
月
十
四
日
条

参
康
子
内
親
王
所
陪
麗
景
殿
、
の
被
綿
、
後
設
饗
跡
駅
更
詔
詔
陽
舎
設
盤
僕
欄
齢
制
側
也

天
暦
四
年
(
九
五

O
)
正
月
十
四
日
条

参
中
宮
至
子
賜
饗
用
様
器
刑
制
也
、
又
侍
院
侍
、
須
受
上
皇
還
御
寝
殿
、
踏
歌
畢
賜
饗
、
第
駅
也

ま
た
「
九
暦
」
の
記
事
に
飯
駅
な
る
語
句
が
あ
る
。

永
平
四
年
(
九
三
四
)
正
月
十
一
日
条

踏
歌
。
劇
閥
、
制
劇
被
定
之
。
中
宮
飯
、
北
宮
水
、
今
宮
飯
許
。
左
大
臣
宿
所
飯
、
右
大
臣
宿
所
水
、
左
右
大
将
宿
所
飯
云
々
。

「
九
暦
」
は
「
九
記
」
、
「
九
条
右
丞
相
之
記
」
と
も
い
い
、
右
大
臣
九
条
師
輔
(
九

O
八
|
六

O
)
の
日
記
で
あ
る
。
「
李
部
王
記
」
、

「
九
暦
」
に
記
載
さ
れ
た
水
駅
、
調
駅
、
飯
駅
は
す
べ
て
踏
歌
に
関
係
が
あ
っ
て
令
制
駅
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
世
紀
に
は

令
制
駅
の
本
質
は
既
に
失
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

奈
良
時
代
宮
廷
の
み
な
ら
ず
畿
内
に
お
い
て
踏
歌
が
行
わ
れ
、
猿
り
が
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
天
平
神
護
二
年
(
七
六
八
)
に
盤
町

止
さ
れ
、

ま
た
「
延
喜
弾
正
式
」
に
も
京
に
お
け
る
踏
歌
を
禁
じ
た
が
依
然
行
わ
れ
た
。
宮
廷
に
あ
っ
て
は
正
月
十
六
日
を
踏
歌
の
節
会

と
し
女
踏
歌
が
、
十
四
日
を
男
踏
歌
と
し
て
行
事
が
催
さ
れ
た
。
踏
歌
行
列
に
つ
い
て
は
「
吏
部
王
記
」
の
延
長
七
年
正
月
十
四
日
条
に

次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

東 踏
、歌

如人
舞装
人
著垂
花綾
、冠

重量
彦閥
、阪

及抱
著
総由
経下
、襲

左
少著
将深
行沓
扶
、持

進白
中杖
間
綿以
蓋著
東立
供加
之列

唱前
嚢官
持権
二脱

理霊
清
弘高
称巾
到子
綿著
処綿
、面

唱童
ー子
十二
百人
千在
万舞
億人
等列
数
、其

北装



退
詞
吹
、
左
権
中
将
伊
衡
左
歌
頭
、
右
権
中
将
実
頼
右
歌
頭
、
出
北
戸
参
中
宮
弘
徽
殿
、
次
飛
香
舎
、
次
承
香
段
、
次
東
宮
、
踏
歌
参
御
前
、
左
右
大

臣
有
障
、
共
不
参
宿
所
、
故
不
踏
。
(
史
料
拾
遺
巻
三
・
二
五
頁
)

踏
歌
の
行
列
は
一
種
の
風
流
で
あ
り
、
貴
族
の
邸
宅
を
巡
行
し
、

飯
駅
水
駅
舗
駅
な
る
仮
空
の
饗
応
所
を
定
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
相
伺

は
草
稲
、
草
、
草
穣
、
夏
草
と
い
う
。
令
制
駅
の
本
質
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
ま
だ
飛
駅
と
い
う
語
句
は
残
っ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
「
吏
部
王
記
」
の
天
慶
四
年
六
月
十
一
日
条
に
「
是
日
備
前
、
備
淡
路
等
飛
駅
至
、
備
前
使
申
云
、
賊
二
般
…
設

従
饗
奈
多
捨
舟
脱
遁
、
疑

入
京
鰍
云
々
」
と
あ
る
。

円
幅
削
・
刀
)

令
制
駅
の
衰
退
に
関
し
て
は
「
小
右
記
」
寛
弘
九
年
(
一

O
二

3

・
九
月
十
七
日
条
に
「
駅
家
圏
不
ユ
逓
送
供
給
-
、
郡
司
隠
遁
不
エ
相
会
こ
と

も
あ
る
。
形
式
的
で
は
あ
る
が
若
干
そ
の
制
度
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
は
「
朝
野
群
載
」
巻
二
十
、
寛
弘
七
年

(一
O

一O
)
七
月
に

「
向
ニ
太
宰
府
一
路
次
国
々
、
郡
司
駅
長
等
」
に
対
し
て

仕
ニ
大
弐
-
既
畢
、
以
ニ
月
日
一
出
京
、
可
v
着
ニ
河
陽
館
-
仰
可
ニ
准
擬
-
状
、
如
件
、
路
次
宜
工
業
知
依
v
例
准
擬
、
供
給
雑
事
、
兼
従
申
倹
約
A

故
牒
』

令制・駅の基礎的研究

と
あ
り
、
長
暦
四
年
(
一

O
四
O
)
十
月
、
蔵
人
所
牒
と
し
て
「
向
τ
太
宰
府
-
路
次
国
々
、
応
v
供
ニ
給
逓
送
使
等
-
事
」
が
発
せ
ら
れ
て
い
る

が
(
「
改
定
史
籍
集
覧
」
第
十
八
冊
・
三
五
九
頁
)
、
当
時
山
陽
道
に
お
け
る
駅
が
令
制
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
駅
制
衰
退
に

つ
い
て
は
「
朝
野
群
載
」
の
「
国
務
条
々
事
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
片
が
窺
わ
れ
る
。
衆
知
の
ご
と
く
「
朝
野
群
載
」
は
三
善
為
康
の
編

で
あ
り
、
自
序
で
は
永
久
四
年
(
一
一
一
六
)

に
な
る
と
あ
る
が
保
延
年
間
(
一
二
ニ
五
l
四
O
)
ま
で
追
加
さ
れ
て
い
る
。

「
国
務
条

々
」
は
国
司
赴
任
に
関
す
る
事
項
が
四
十
二
条
に
わ
た
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
令
制
に
よ
る
と
国
司
は
伝
馬
を
利
用
し
、
伝
使
と
し
て

郡
司
館
に
宿
泊
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
国
務
条
々
」
に
は
か
か
る
事
項
に
つ
い
て
は
一
切
-
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
第
四
条
に
「
出
京
之

7 

後
、
所
宿
之
処
、
密
・
4

奉
ニ
幣
道
祖
神
-
即
令
ν
行
-
ニ
祈
)
願
-
途
中
平
安
之
由
」
と
あ
る
。
土
地
神
に
対
す
る
信
仰
が
強
か
っ
た
こ
と
は
曾
坂
(
東
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在
近
江
国
)
、
関
門
(
南
在
摂
津
国
)
、
大
枝
(
西
在
丹
波
国
)
、
竜
花
(
北
在
若
狭
国
)

の
四
闘
を
宮
城
の
四
維
と
じ
、
公
家
は
四
角
四
堺

祭
を
行
う
こ
と
が
「
掌
中
歴
」
に
み
え
て
い
る
ご
と
き
は
そ
の
一
例
で
あ
る
(
「
続
群
書
類
従
第
三
十
二
輯
よ
・
一

O
二
頁
)
。

「
国
務
条

々
」
の
第
六
条
に
「
前
使
v
立
ニ
吏
幹
勇
犠
郎
等
一
一
向
人
-
令
点
エ
定
タ
宿
-
事
」
と
途
次
の
宿
泊
に
つ
い
て
、
更
に
同
条
に
は
「
若
無
エ
支
度
-
苔
ナ
最

景
-
則
自
有
-
未
・
合
事
こ
と
あ
る
(
「
改
定
史
籍
集
覧
」
第
十
八
冊
・
四
一
七
頁
)
。
「
延
喜
交
替
式
」
に
国
司
の
赴
任
に
際
し
て
は
夫
馬
を
賜
う
と

あ
り
、
そ
の
数
が
次
の
ご
と
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。

長
官
夫
品
川
人
。
馬
廿
疋
。
次
官
以
下
六
位
以
上
長
官
失
廿
人
。
馬
十
二
疋
。
判
官
夫
十
五
人
。
馬
九
匹
。
主
典
失
十
二
人
。
馬
七
匹
。
史
生
以
下
夫
六

人
。
馬
四
匹
。
其
取
ニ
海
路
-
者
水
手
之
数
准
ニ
陸
道
夫
-
(
国
史
大
系
本
「
延
喜
交
替
式
」
七
二
頁
〉

に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
保
延
年
聞
に
は
駅
制
は
崩
壊
状
態
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
事
実
は

「
国
務
条
々
」

駅
家
破
損
は
「
延
暦
交
替
式
」
の
延
暦
十
九
年
(
八

O
O
)
九
月
二
日
の
官
符
に

応
下
修
=
理
駅
家
-
常
令
-
一
全
国
ニ
父
替
国
司
分
明
付
領
主
事
。
被
ニ
右
大
臣
宣
-
儒
。
如
問
。
諸
国
駅
家
例
多
-
干
破
壊
-
。
国
郡
怠
慢
。
曾
不
ニ
修
理
-
。
(
略
)

自
今
以
後
。
国
司
存
ν
応
。
常
加
ユ
修
理
-
勿
v
致
エ
損
壊
、

と
あ
り
、

「
貞
観
交
替
式
」
に
も
承
和
八
年
(
八
四
一
)
二
月
二
十
二
日
の
官
符
に
「
応
v
令
E
後
任
之
吏
-
催
中
萱
別
司
不
v
作
駅
家
破
損
ム
事
」

と
あ
る
。

(
国
史
大
系
本
「
貞
観
交
替
式
」
四
二
頁
)

Q

駅
家
の
構
成
要
員
で
あ
る
駅
子
の
負
担
が
苛
重
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
弘
仁
十
三
年
(
八
一
一
一
一
)
「
藤
原
緒
嗣
奏
状
」
に
次
の
ご
と
く
あ
る
。

天
下
重
役
莫
過
駅
戸
、
夏
月
飲
河
不
顧
産
業
、
冬
日
履
霜
常
事
逓
送
、
難
寛
免
其
庸
催
、
勤
者
倍
於
平
民
(
略
)
兼
択
駅
家
側
好
回
混
授
一
処
、
縦
令

難
有
雑
回
、
挽
充
寛
村
。
然
別
零
落
駅
丁
有
使
会
集
、
上
下
公
使
無
煩
滞
稽

こ
の
後
半
の
史
料
に
よ
っ
て
駅
戸
の
口
分
田
は
駅
家
の
近
傍
に
纏
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
駅
戸
は
駅
長
に
管
せ
ら
れ
通
常

の
郷
戸
と
は
呉
っ
た
編
戸
制
下
に
置
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
駅
家
の
近
傍
の
一
処
に
集
住
し
口
分
団
班
給
も
同
一
地
域
内
に



ま
と
ま
っ
て
い
る
地
縁
集
困
で
は
な
い
と
考
察
さ
れ
て
い
る
(
持
制
球
説
一
肌
一
諸
手
)
。
森
田
氏
は
こ
の
弘
仁
十
三
年
の
官
符
を
契
機
と
し

て
駅
子
の
集
住
が
進
め
ら
た
序
々
に
駅
家
の
近
側
に
駅
戸
集
落
が
形
成
さ
れ
、
駅
家
郷
と
な
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
駅
家
郷

な
る
名
称
は
後
述
の
ご
と
く
天
平
勝
宝
二
年
の
美
濃
国
司
解
に
既
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ロ
駅
子
の
負
担
に
つ
い
て
は
承
和
十
二
年
(
八
四

五
)
官
符
に
「
駅
子
苦
エ
於
重
担
こ
、
延
喜
十
四
年
(
九
一
四
)
官
符
に
「
逓
送
甚
繁
、
因
弦
駅
子
逃
亡
、
無
v
人
ニ
従
役
乙
、
永
延
二
年
「
九
八

A 
'-

「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
」
に
「
天
下
重
役
莫
-
遍
駅
子
こ
と
あ
る
。

以
上
の
事
象
か
ら
「
延
喜
式
」

「
倭
名
類
緊
抄
」
記
載
の
駅
は
令
制
・
駅
と
し
て
の
本
質
を
失
い
崩
壊
期
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
推
定

す
る
。
平
安
貴
族
は
駅
の
認
識
は
弱
く
、
文
学
書
と
し
て
の
特
殊
性
も
あ
る
が
「
枕
草
子
」
に
は
駅
と
し
て
梨
原
・
望
月
・
山
の
三
例
を

あ
げ
、
嘉
応
元
年
(
一
一
六
九
)
摂
政
基
彦
の
嘱
に
よ
っ
て
藤
原
清
輔
が
つ
く
っ
た
「
和
歌
初
学
抄
」
に
は
駅
と
し
て
近
江
な
し
は
ら
の

駅
丹
後
花
な
み
の
駅
の
二
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
(
「
日
本
歌
学
大
系
」
二
巻
・
二
五
八
頁
)
。

」
の
小
考
に
お
い
て
は
令
制
・
駅
の
本
質
を
考
え
、

「
式
」
及
び
「
和
名
抄
」
記
載
の
駅
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

令制・駅の基礎的研究

駅
は
各
行
政
地
域
を
結
ぶ
路
に
設
置
さ
れ
。
日
本
の
令
が
唐
の
武
徳
令
・
貞
観
令
等
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
が
唐
制
に
固
な
る
行
政

地
域
は
な
い
。
唐
制
で
は
、
道
ー
府
|
州
|
郡
|
県
|
郷
l
里
で
あ
る
。
文
献
上
で
は
大
化
以
前
に
道
な
る
行
政
区
劃
が
あ
る
が
、
紀
記

編
纂
に
当
っ
て
道
の
字
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
針
門
道
の
口
』
(
考
霊
記
)
、

『
高
士
山
の
道
』
(
崇
神
記
)
1

『
東
の
方
十
二
の
道
』

〈
起
用
神
・
景
行
記
)
等
の
用
語
例
が
あ
り
、
大
化
二
年
紀
に
『
東
方
八
道
』

「
常
陸
風
土
記
」
巻
頭
条
に
『
我
姫
の
道
分
れ
て
八
固
と
な

り
』
と
あ
っ
て
関
東
八
ヶ
国
を
以
前
我
姫
(
東
)
道
と
も
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
道
の
制
定
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
武
紀
十
四
年

9 

(
六
八
五
)
七
月
条
に
伊
勢
以
東
を
東
海
道
、
美
濃
以
東
を
東
山
道
と
し
て
い
る
(
「
延
喜
民
部
式
」

で
は
東
海
道
に
伊
賀
国
、

東
山
道
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に
美
濃
園
、
が
は
い
っ
て
い
る
)
。

「
績
紀
」
慶
雲
三
年
(
七

O
六
)

閏
正
月
条
に
七
道
の
諸
社
、

同
年
九
月
条
に
も
道
に
使
し
て
田
租
の

法
を
定
む
と
あ
り
、
七
道
の
名
称
は
「
公
式
令
」
朝
集
使
条
に
記
載
さ
れ
い
る
。

東
海
道
坂
東
、
東
山
道
山
東
、
北
陸
道
神
済
以
北
、
山
陰
道
出
雲
以
北
、
山
陽
道
安
芸
以
西
、
南
海
道
土
左
等
園
、
及
西
海
道
皆
乗
駅
馬

こ
の
条
文
は
朝
集
使
の
駅
馬
使
用
範
囲
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
山
陰
道
以
下
が
国
名
を
以
て
し
て
い
る
の
に
東
海
東
山
北
陸
三
道
が

国
名
で
な
い
の
は
い
か
な
る
理
由
か
、
大
路
で
あ
る
山
陽
道
を
七
道
↑
の
最
初
に
あ
げ
る
べ
き
で
な
い
か
等
の
問
題
が
提
出
さ
れ
る
。
坂

東
、
山
東
、
神
済
に
つ
い
て
「
義
解
」
、

「
集
解
」
が
そ
れ
ぞ
れ
説
を
な
し
て
い
る
。

坂
東

駿
河
と
相
模
の
界
坂
(
「
義
解
」
)

で
あ
る
が
、

「
集
解
」
の
「
釈
云
」
に
「
須
流
河
与
桑
花
界
内
」
と
あ
る
。
桑
花
な
る
地
名
は
他
に
類

例
が
な
く
、
或
は
足
柄
を
越
え
た
地
に
あ
る
曾
我
付
近
か
と
も
推
定
で
き
る

Q

山
東

信
濃
と
上
野
の
界
山
と
す
る
の
は
「
義
解
」
、

「
集
解
」
同
一
で
あ
る
。
倣
馬
の
党
の
峰
起
に
際
し
、
又
「
将
門
記
」
に
も
「
自
エ
山
道
-

京
上
」
と
あ
り
、
山
道
は
東
山
道
の
こ
と
で
あ
る
。

南
関
東
を
坂
東
、
北
関
東
を
山
東
と
称
し
て
い
る
が
山
東
な
る
名
称
は
そ
の
後
一
般

的
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
坂
東
、
山
東
に
対
し
て
河
東
と
い
う
語
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

河
東

「
律
書
残
篇
」
に
河
東
な
る
語
句
が
二
ケ
所
使
用
さ
れ
て
い
る
(
「
改
定
史
籍
集
覧
」
第
二
十
七
冊
・
一

O
四
頁
、

一O
八
頁
)

O
火
急
令
v
飛
コ
勅
七
道
河
東
十
六
州
-
。

)
l
z
z
-〕
ゴ
、
目
玉
吉
一
ェ
ト
圧
、
郎
自
千
十
二
、
万
二
千
舟
六
、
七
道
河
東
十
六
州



十
六
州
を
十
六
国
と
し
た
場
合
、
某
河
以
東
十
六
国
と
解
釈
す
る
。

「
類
衆
三
代
格
」
巻
十
六
所
収
の
承
和
二
年
(
八
三
五
)
六
月
二
十

九
日
符
に
美
濃
尾
の
堰
を
流
れ
る
墨
俣
河
を
東
山
・
東
海
の
要
路
と
し
て
お
り
、

-
養
老
三
年
(
七
一
九
)
七
月
に
按
察
使
を

「
続
記
」

設
け
た
時
に
、
東
国
を
次
の
四
地
域
・
十
六
国
と
し
た
。

遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
・
甲
斐
。
常
陸
、
安
一
房
、
上
総
、
下
総
。

美
濃
・
尾
張
・
参
河
・
信
濃
。
武
蔵
、
相
模
、
上
野
'
下
野
。

こ
の
地
域
が
河
東
十
六
州
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
東
海
東
山
二
道
に
所
属
し
て
い
る
の
で
、
七
道
に
対
し
て
河
東
十
六
州
な
る
語
は
不

可
解
で
あ
る
。

神
済「

義
解
」
に
「
越
中
与
-
最
後
一
昇
河
也
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
「
集
解
」

高
志
の
道
中
と
道
後

は
「
高
志
道
中
与
エ
道
後
日
界
也
」
と
あ
り
、

の
界
と
し
て
い
る
。
富
山
県
塩
川
、
黒
部
川
、
常
願
寺
川
、
神
通
川
或
は
富
山
県
下
新
川
郡
朝
日
町
宮
崎
等
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
道

令制・駅の基礎的研究

中
、
道
後
の
名
称
に
注
意
し
た
い
。

何
ヶ
国
か
を
以
っ
て
「
道
」
な
る
行
政
区
劃
が
設
定
さ
れ
、
更
に
「
道
」
の
な
か
に
和
銅
五
年
(
七
一
一
一
)
以
後
新
な
国
が
設
立
さ
れ

た
。
和
銅
五
年
以
前
の
国
名
は
「
賦
役
令
」
調
傭
物
条
の
「
集
解
」
古
記
に
引
用
さ
れ
た
「
民
部
省
式
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀

に
な
っ
て
国
が
新
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
大
宝
令
の
施
行
に
関
係
が
あ
る
。

「
続
紀
」
か
ら
関
係
史
料
を
抽
出
す
る
。

大
宝
元
年
(
七
O
一
)
四
月
条
『
罷
エ
田
領
-
委
ニ
国
司
巡
検
』
、

11 

同
年
六
月
条
『
凡
其
庶
務
一
依
ユ
新
令
-
。
又
国
宰
郡
司
貯
ニ
置
大
税
-
必
須
v
如
v
法。

(
略
)
依
エ
新
令
一
為
v
政
』
。
二
年
二
月
条
『
諸
国
司
等
始
給
v
経一

m罷
野
許
制
一
官
官
主
響
。
至
レ

令
制
の
国
が
従
来
の
回
領
等
の
旧
支
配
機
構
か
ら
離
れ
、
経
済
面
に
お
い
て
も
国
司
の
権
隈
が
承
認
さ
れ
た
の
は
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
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皆
杖
一
百
。
計
臓
得
罪
。
重
於
杖
一
百
者
準
盗
論
。
雄
応
入
駅
、
準
合
不
合
受
供
給
而
受
、
亦
与
不
応
入
駅
人
同
罪
。
強
者
各
加
二
等
。

叢
書
・
唐
律
疏
義
・
三
八
頁
)

(
国
学
基
本

唐
律
で
は
駅
に
止
宿
で
き
る
資
格
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
場
合
律
が
逸
文
の
た
め
に
的
確
で
な
い
が
駅
使
が
主
体
で
あ
っ

た
。
唐
の
駅
制
に
つ
い
て
は
青
山
定
雄
氏
の
「
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
」
が
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
唐
の
駅
は
官
命
を
お

び
て
往
来
す
る
官
人
の
面
接
所
、
公
事
を
行
う
場
所
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
が
官
営
の
宿
泊
所
と
し
て
一
定
の
資
格
の
あ
る
者
に
は
私
用

の
場
合
で
も
宿
泊
が
許
さ
れ
、
辺
遠
の
地
や
村
庖
の
な
い
所
で
は
九
品
以
上
の
勲
官
そ
の
他
に
も
許
さ
れ
た
。
宿
泊
の
み
で
飲
食
の
供
給

は
禁
ぜ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
、
青
山
氏
著
書
・
五
二
頁
)
。
日
本
の
場
合
、
急
を
要
す
る
駅
使
は
駅
馬
に
乗
り
駅
家
に
宿
泊
し
駅
稲

の
供
給
を
受
け
、
伝
使
は
伝
馬
に
乗
り
、
郡
家
に
宿
泊
し
官
物
の
供
給
を
受
け
た
。

「
律
逸
文
」
に
あ
る
規
定
が
ど
の
程
度
守
ら
れ
た
か

は
明
確
で
な
い
。

国
司
赴
任
の
場
合
は
伝
馬
で
あ
る
か
ら
原
則
と
し
て
駅
は
使
用
し
て
い
な
い
。
「
厩
牧
令
」
義
解
に
「
国
司
向
v
任
、
及
罪
人
令
v
乗
エ
官
馬
-

者
、
皆
乗
ニ
伝
馬
-
之
類
」
と
あ
り
、

「
日
本
後
紀
」

-
弘
仁
三
年
(
八
二
一
)
五
月
条
に
「
伝
馬
之
設
、
唯
送
ニ
新
任
之
司
-
自
外
無
v
所
ニ
乗
用
-
」

と
あ
る
が
、
前
掲
「
延
喜
交
賛
式
」
に
は
国
史
長
官
の
場
合
に
人
夫
三
十
人
、
馬
二
十
疋
、
次
官
人
夫
二
十
人
、
馬
十
二
疋
、
判
官
人
夫
十

五
人
、
馬
九
疋
、
主
典
人
夫
十
二
人
、
馬
七
疋
そ
の
他
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
伝
馬
を
利
用
す
る
官
人
が
郡
家
に
宿
泊
す
る
た
め
に
、
郡

家
に
宿
屋
厨
厩
等
の
設
備
の
あ
っ
た
こ
と
は
長
元
元
年
(
一

O
六
八
)
・
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
(
拙
稿
「
国
府
・
郡

家
の
建
物
に
つ
い
て
」
国
学
院
雑
誌
・
六
二
巻
九
号
)
。

駅
は
駅
家
院
(
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
八
年
(
八
四
一
)
闇
九
月
条
)
、
駅
館
(
「
日
本
後
紀
」
大
同
元
年
(
八

O
六
)
五
月
条
)
と
も

称
し
、
駅
門
を
も
っ
て
い
た
。
延
暦
元
年
(
七
八
二
)
十
一
月
に
太
政
官
は
『
路
次
伝
駅
疲
弊
殊
甚
』
た
め
諸
使
が
駅
伝
罵
を
「
違
レ
式
乗



用
』
す
る
こ
と
を
厳
禁
す
る
旨
を
郡
家
及
び
駅
門
に
勝
示
し
て
い
る
(
「
類
璽
ニ
代
格
」
第
十
八
・
「
応
ν
禁
エ
断
上
下
諸
使
魁
外
乗
下
馬
事
」
)
Q

さ

ら
に
承
和
五
年
(
八
三
八
)
十
一
月
に
も
同
様
の
趣
旨
を
郡
家
駅
門
に
暗
示
し
て
い
る
(
同
、
「
応
ν
禁
下
断
上
下
諸
使
等
魁
外
多
乗
申
用
夫
馬
主

事
」
)
。
駅
の
建
物
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
延
暦
二
年
摂
津
国
西
成
郡
江
北
の
駅
家
は
以
前
東
大
寺
の
寺
家
荘
九
段
余

の
所
で
あ
り
、
板
倉
二
字
、
甲
倉
一
字
、
槍
皮
葺
五
門
、
板
敷
東
屋
一
字
、
草
葺
九
問
屋
一
宇
で
あ
り
(
「
平
安
遺
文
」
巻
一
所
収
)
、

承
和

八
年
河
内
国
丹
比
郡
駅
家
は
倉
八
字
、
屋
二
宇
(
「
続
日
本
後
紀
」
同
年
閏
九
月
条
)
、
弘
仁
八
年
伊
勢
国
度
会
郡
駅
家
は
倉
一
字
、

(
「
類
家
三
代
格
」
弘
仁
十
二
月
廿
五
日
官
符
)
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

四
宇

山
陽
道
に
あ
っ
た
駅
の
建
物
は

「
瓦
葺
粉
壁
」

(
「
日
本
後
紀
」
大

岡
元
年
五
月
条
)
で
あ
っ
た
。
唐
の
駅
舎
に
は
上
庁
、
下
庁
、
或
は
東
庁
、
西
庁
の
別
が
あ
っ
た
が
(
青
山
定
雄
氏
・
前
掲
書
五
二
一
良
)
、
日
本

の
駅
い
に
つ
て
は
不
明
で
あ
る
。

駅
を
運
営
す
る
財
源
は
駅
起
田
・
駅
起
稲
で
あ
り
、
大
路
の
駅
は
四
町
、
中
路
駅
は
三
町
、
小
路
駅
は
二
町
の
駅
起
因
を
有
し
不
輸
租

回
で
あ
り
、
そ
の
収
稲
が
駅
起
稲
で
あ
り
駅
子
に
出
挙
し
た
。
天
平
六
年
(
七
三
四
)
・
「
出
雲
国
計
会
帳
」
に
「
駅
起
稲
出
挙
帳
」
と
あ

令制・駅の基礎的研究

る
。
駅
に
は
駅
子
が
お
り
駅
戸
を
構
成
し
て
い
た
。
駅
馬
一
匹
に
つ
い
て
駅
子
六
名
と
さ
れ
(
青
木
和
夫
氏
「
律
令
国
家
の
交
通
施
設
」
)
、

駅
子
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
宝
亀
四
年
(
七
七
三
)

-
播
磨
国
簡
磨
郡
草
上
駅
百
八
十
人
、
承
和
五
年
(
八
三
八
)

-
安
芸
園
駅
家
百
二

十
人
、
斉
衝
二
年
(
八
五
五
)

-
美
濃
国
恵
那
郡
坂
本
駅
二
百
十
五
人
、
貞
観
六
年
(
八
六
四
)

-
駿
河
国
三
駅
四
百
人
等
が
知
ら
れ
て

お
り
、
美
濃
国
坂
本
駅
は
交
通
の
難
所
で
あ
る
か
ら
特
殊
例
と
し
一
駅
の
子
は
百
二
十
乃
至
百
三
十
人
と
さ
れ
て
い
る
。
百
二
十
人
前
後

の
駅
子
を
必
要
と
す
る
駅
を
設
定
す
る
た
め
に
は
設
立
さ
れ
た
「
駅
」
を
中
心
と
し
て
相
当
数
の
人
口
を
必
要
と
し
た
。

一
応
の
参
考
史

料
と
し
て
は
「
続
紀
」
元
平
十
九
年
(
七
四
七
)
五
月
条
に
「
郷
別
課
口
二
百
八
十
人
、
中
男
五
十
擬
-
一
定
数
乙
と
あ
り
、
郷
の
も
つ
田
積
に

15 

つ
い
て
は
天
平
七
年
「
相
模
国
封
戸
租
交
易
帳
」
に
み
ら
れ
る
。
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「
駅
」
と
称
す
る
官
街
的
な
建
物
(
前
掲
「
律
逸
文
」
参
照
)
を
中
核
と
し
て
駅
戸
、

駅
田
を
も
っ
駅
家
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
駅

戸
が
必
ず
し
も
「
駅
」
の
近
傍
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
(
前
掲
「
藤
原
緒
嗣
奏
状
」
参
照
)
。
そ
の
初
期
に
お
い
て
駅
は
郷
と
異
っ
た

行
政
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
坂
本
博
士
「
上
代
駅
制
の
研
究
」

(
八
六
・
八
七
・
九
七
頁
)
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前

掲
の
ご
と
く
米
を
路
の
側
に
置
い
て
売
買
さ
せ
、
駅
田
を
駅
の
近
く
に
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
駅
を
中
心
と
し
て
交
通
集
落
の
性
格
が
生

れ
も
令
制
駅
の
本
質
が
弱
体
化
す
る
こ
と
よ
っ
て
令
制
・
駅
の
性
格
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
「
類
来
三
代
格
」
巻
十

「
諸
国
司
新
向
ニ
任
所
酔
剣
耐
割
倒
到
(
略
)
若
有
ニ
国

八
・
駅
伝
事
に
よ
ヴ
て
知
ら
れ
る
。
天
平
宝
字
八
年
(
七
六
四
)
十
月
勅
に
、

防

郡
司
井
従
来
之
使
週
お
厳
規
則
解
エ
其
任
↓
永
不
v
叙
ニ
用
之
。
」
と
あ
る
。

川
刊
に
人
品
に
随
っ
て
伝
起
を
給
う
と
は
前
掲
「
唐
律
疏
義
」
に
あ
る
ご
と
く
国
司
の
階
級
に
よ
っ
て
伝
馬
の
数
が
異
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
倒
の
厳
制
は
前
掲
「
律
逸
文
」
の
条
項
に
関
係
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
掲
延
暦
元
年
十
一
月
官
符
に

「
上
下
諸
使
准
v
魁
給
v
馬
。
如

有
二
違
犯
-
者
。
罪
著
z
法
律
↓
而
諸
使
違
ν
式
乗
用
。
国
司
知
而
不
弘
前
。
自
今
以
後
。
国
司
必
録
ニ
増
乗
之
人
↓
申
ν
官
科
v
罪
」
と
あ
り
、

承
和
五
年
(
八

三
八
)
官
符
に
は
か
か
る
場
合
違
勅
罪
と
す
る
と
あ
り
、
貞
観
四
年
(
八
六
三
)
六
月
官
符
に
は
「
路
次
郵
駅
煩
擾
無
v
息
。
難
旦
使
人
愚
昧
妄

犯
ニ
格
制
-
(
略
)
宜
主
皐
下
知
厳
令
中
禁
断
主
」
。
と
し
て
い
る
。
九
世
紀
に
は
令
制
・
駅
の
本
質
の
弱
体
化
が
一
層
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に

伴
っ
て
駅
は
駅
家
郷
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

郡
に
は
武
義
駅
と
あ
る
が

「
延
喜
兵
部
式
」
記
載
駅
名
の
う
ち
約
二
二
一
%
は
そ
の
国
の
郡
名
を
と
っ
て
お
り
、
な
か
で
も
美
濃
国
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
武
芸

「
績
紀
」
宝
亀
七
年

(
七
七
六
)

十
月
条
に
は
菅
田
駅
と
あ
り
、
武
義
駅
と
菅
田
駅
が
同
一
の
駅
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
可
児
駅
に
つ
い
て
は
天
平
勝
宝
二
年
(
七
五

O
)
四
月
二
十
二
日
「
美
濃
国
司
解
・
申
進
上
交
易

牒
」
一
・
に
「
可
児
郡
駅
家
郷
戸
主
・
守
部
麻
呂
之
賎
」
と
あ
り
(
「
大
日
本
古
文
書
」
三
・
三
八
八
頁
)
、
既
に
駅
家
郷
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知



不
破
郡
不
破
駅

大
野
郡
大
野
駅

方
県
郡
方
県
駅

各
務
郡
各
務
駅

武
芸
郡
武
義
駅

賀
茂
郡
加
茂
駅

可
児
郡
可
児
駅

土
岐
郡
土
岐
駅

恵
那
郡
坂
本
駅

ら
れ
る
。
し
か
る
に
天
喜
二
年
(
一

O
五
四
〉
二
月
「
左
弁
官
下
美
濃
国
案
文
・
応
令
早
任
先
例
免
除
東
大
寺
(
領

脱
カ
)
大
井
・
茜
部
両
庄
収
公
事
」
に
は
次
の
ご
と
く
あ
る
。

宛
民
御
馬
逓
送
、
宮
使
供
給
、
借
馬
夫
役
才
了
(
略
)
宛
虞
件
御
馬
逓
送
夫
役
、
相
撲
使
供
給
才
役
等
責
主
甚
、
文
従
管
各
務

郡
駅
、
迄
可
児
郡
瓶
前
之
駅
己
百
之
役
也
、
市
或
者
致
信
濃
園
、
経
数
十
日
僅
返
送
、
或
使
永
取
用
件
借
馬
百
疋
也

a
h
p古・唯一」諾)

可
児
駅
が
瓶
前
之
駅
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
、
又
令
制
駅
の
本
質
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
「
兵
部
式
」
記
載
の
駅
名
の
約
四

O
Mが
そ
の
国
の
郷
名
と
同
一
で
あ
る
。
駅
を
中
心
と
し
て
地
区
が
郷
に

磨
・
備
前
・
安
芸
・
周
防
・
豊
後
)
と
、
駅
名
と
郷
名
が
あ
ま
り
一
致
し
て
い
な
い
国
(
伊
勢
・
遠
江
・
甲
斐
・
相
模
・
上
総
・
下
総
・

変
質
し
た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
が
、
駅
名
と
郷
名
が
比
較
的
一
致
し
て
い
る
国
(
駿
河
・
上
野
・
下
野
・
出
雲
・
播

あ
ろ
う
か
。

信
濃
・
加
賀
・
丹
後
・
伯
奮
・
長
門
・
淡
路
・
土
佐
・
豊
前
・
薩
摩
・
日
向
)
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
で

「
和
名
抄
」
記
載
の
郷
名
に
駅
家
郷
が
あ
る
。
駅
数
と
駅
家
郷
数
を
対
比
す
る
と
次
表
の
ご
く
で
あ
る
。
駅
家
郷
は
山
陽
東

海
東
山
の
三
道
の
諸
国
に
多
く
、
西
海
道
諸
国
に
な
く
、
ま
た
「
高
山
寺
本
和
名
抄
」
に
は
僅
に
三
例
(
遠
江
国
浜
名
郡
・
相
模
国
足
下

令制・駅の基礎的研究

郡
・
備
中
園
小
田
郡
)
し
か
な
い
。
広
本
和
名
抄
と
高
山
寺
本
の
郷
名
に
は
か
な
り
の
相
違
の
あ
る
こ
と
は
嘗
っ
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
(
拙
稿
「
郷
名
校
異
放
」
古
典
の
新
研
究
所
収
)
。

全
国
の
駅
数
は
「
延
喜
兵
部
式
」
は
三
九
八
駅
、
「
高
山
寺
本
和
名
抄
」
は
三
九
三
駅
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
高
山
寺
本
」
に
は
甲
斐
国
に

武
蔵
園
駅
名
が
記
載
さ
れ
、
甲
斐
・
相
模
の
国
の
駅
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
ほ
か
、
上
総
国
大
前
、
因
幡
国
山
崎
、
備
前
国
津
高
の
三

17 

駅
が
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
「
宋
史
」
巻
四
九
一
、
列
伝
二
百
五
十
に
日
本
に
関
し
て
「
三
千
七
百
七
十
二
都
、
四
百
十
四
駅
、

八
十
λ
万
三
千
こ
百
二
十
九
課
丁
」
と
あ
る
が
、
都
は
郷
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
延
喜
兵
部
式
記
載
の
駅
は
弘
仁
年
間
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
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と
は
、
ハ
門
弘
仁
三
年
(
八
二
一
)
紀
伊
国
名
草
駅
を
廃
し
荻
原
駅
を
計
け
た
が
荻
原
駅
が
記
載
さ
れ
、
。
弘

仁
六
年
常
陸
国
板
来
駅
を
廃
し
た
が
記
載
さ
れ
ず
、
日
開
弘
仁
十
四
年
加
賀
国
が
設
置
さ
れ
た
が
加
賀
国
が
記

載
さ
れ
て
い
る
等
に
よ
っ
て
云
い
得
る
。
し
か
し
既
に
設
立
さ
れ
た
当
初
の
令
制
・
駅
と
し
て
の
性
格
は
失

わ
れ
、

「
延
喜
式
」

「
和
名
抄
」
記
載
の
駅
は
実
体
を
具
備
し
な
い
名
称
の
み
の
駅
で
あ
り
、
形
式
的
な
駅

名
の
羅
列
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
是
等
駅
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
明
治
三
十
四
年
大
槻
文
彦
「
陸
奥
国
古

駅
路
考
」
(
「
復
軒
雑
纂
」
所
収
)
、
同
四
十
四
年
大
槻
如
電
「
駅
路
道
」
、
都
岡
良
弼
「
日
本
地
理
志
料
」
以
降

多
数
の
考
察
が
あ
る
が
、
近
年
京
都
学
派
に
よ
っ
て
新
し
い
研
究
が
逐
次
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
喜
び
に

た
え
な
い
。
こ
こ
に
史
料
に
立
脚
し
令
制
・
駅
の
本
質
の
そ
の
崩
壊
過
程
に
つ
い
て
言
及
し
た
次
第
.
で
あ

る。
補
註
「
魚
魯
愚
紗
」
別
録
三
ノ
上
に
『
或
説
、
縁
海
国
置
公
卿
給
料
、
於
四
所
者
水
騨
国
云
々
』
と
あ
る
。
内
壁

所
、
校
書
殿
、
大
舎
人
寮
、
進
物
所
に
勤
務
し
年
功
を
つ
ん
だ
下
級
官
吏
が
諸
国
の
目
、
擦
に
任
命
さ
れ
た
。
任
命
さ

れ
た
閣
は
筑
前
、
大
隅
、
陸
奥
以
外
の
全
国
に
わ
た
っ
て
い
て
水
路
で
赴
任
す
る
も
の
と
の
み
み
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
水
欝
国
な
る
用
語
に
注
意
し
た
い
。




